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事務長 仲間 秀美 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による 

被扶養者認定の円滑化の取扱いについて（依頼） 

 

みだしのことについて、令和５年 10月 20日に厚生労働省通知が発出され、被扶養

者認定について、下記のとおり取り扱うこととなりましたので、手続きに遺漏のない

ようご留意いただくともに、組合員へ周知方よろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 内容 

被扶養者の認定にあたっては、過去の所得証明書、給与支払（見込）証明書、雇

用契約書等により年間収入が 130万円（60歳以上又は障害年金受給に該当する程度

の障害を有する場合は 180万円）未満の所得要件を満たしているか確認している

が、人手不足による労働時間延長等により一時的に収入が増え、所得要件を超過す

る場合は、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することにより被扶養

者認定を可能とする。 

 

２ 対象者について 

別添「「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定Ｑ＆Ａ」参照 

 

３ 事業主の証明書について 

「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」（様

式１）参照 

 

 

４ 提出期限について 

(1)令和５年 10 月 20 日（金）から令和５年 11 月８日（水）までに扶養の事実が発生し

た方で、被扶養者認定にかかる手続き書類に事業主の証明書が必要な方については、

令和５年 12 月８日（金）までに所属所へ提出された場合、30 日以内に届け出をした

ものとみなし、扶養事実発生日から認定します。 

 



(2)令和５年 10月 20 日（金）以前に被扶養者取消をした方で、対象者に該当する場

合は、令和５年 12月８日（金）までに、被扶養者認定にかかる手続き書類に事業

主の証明書を添付することで、令和５年 10月 20日に遡って認定されます。 

 

(3)令和５年 11月８日（水）以降に扶養の事実が発生した方で、被扶養者認定にかか

る手続き書類に事業主の証明書が必要な方については、従来の取扱い同様、扶養の

事実発生日から 30日以内に所属所へ提出した場合、扶養の事実発生日に遡って認定

いたします。 

 

(4) 上記期限を超過して提出された場合は、所属所の受付日から認定されます。 

 

問い合わせ先：給付福利班 国場 

Mail:kokubata@pref.okinawa.lg.jp  

問い合わせは、所属所担当者を経由してお願いしま

す。また、問い合わせの際は、メール（または LoGo

チャット）にてお願いします。 


